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衆
議
院
議
員
村
井
宗
明
君
提
出
世
界
遺
産
宮
島
の
鹿
の
管
理
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

宮
島
地
域
に
お
け
る
シ
カ
の
保
護
管
理
対
策
（
以
下
「
対
策
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
三
月
に
設
置
さ

れ
た
地
元
関
係
者
、
学
識
経
験
者
及
び
関
係
機
関
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
宮
島
地
域
シ
カ
対
策
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と

い
う
。
）
が
行
っ
た
検
討
の
結
果
を
受
け
、
平
成
二
十
年
九
月
に
、
廿
日
市
市
が
、
宮
島
地
域
シ
カ
保
護
管
理
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。
協
議
会
に
は
、
環
境
省
中
国
四
国
地
方
環
境

事
務
所
の
職
員
が
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
環
境
省
と
し
て
は
、
今
後
と
も
協
議
会
を
通
じ
て
適
切
に
助
言

等
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
避
妊
処
置
も
シ
カ
の
個
体
数
調
整
に
係
る
方
法
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
当
該
処
置
に
よ
る

個
体
数
管
理
の
効
果
等
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
こ
と
か
ら
、
必
要
な
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
協
議
会
に
お
い
て
当
該

処
置
の
必
要
性
を
判
断
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

一



宮
島
地
域
に
お
い
て
も
、
協
議
会
の
構
成
員
で
あ
る
地
元
関
係
者
及
び
関
係
機
関
が
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
適
切

に
対
策
を
実
施
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

じ

え
さ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
人
為
的
な
給
餌
に
替
わ
る
措
置
と
し
て
、
シ
カ
の
餌
場
と
な
る
芝
草
地
の
造
成
を
検
討
す

る
が
、
当
該
造
成
は
シ
カ
の
個
体
数
の
増
加
や
他
地
域
か
ら
の
誘
引
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
シ
カ
の
分
布
状
況

等
様
々
な
観
点
か
ら
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

環
境
省
と
し
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
、
自
然
植
生
へ
の
影
響
を
把
握
し
な
が
ら
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
対
策
が

進
め
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

二


